
尾張旭市議会議長殿

一般質問(代表・個》.、)通告書

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により6月定例会において別

紙のとおり質問したいので通知します。

な翁、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。
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別紙                    氏 名  陣矢 幸司     

質 問 事 項 

№  １   

大規模災害が発生した際の他市町との相互応援協定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

５月５日に石川県能登地方で震度６強の地震が発生し、本市と「大規模災

害時等における相互応援に関する協定」を結んでいる輪島市も震度５弱の地

震に見舞われました。 

他にも災害協定を長野県阿智村、山口県萩市、福島県三春町と計４つの自治

体と結んでいます。 

能登地方の地震に始まり、全国的に地震が発生していることから本市も含

め協定先も災害に見舞われる可能性はあります。 

今回の質問は、協定先との協定の経緯や平常時の交流など、いざ災害が発

生した際にスムーズに対応できるような関係が構築されているか、伺いま

す。 

 

（１）相互応援に関する協定の内容について 

（２）協定先との平常時の交流について 

（３）協定先との今後の取組について 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  陣矢 幸司     

質 問 事 項 

№  ２   

市民活動促進助成事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

平成20年から始まった市民活動促進助成事業は、「市民の皆さんが行う自

由で自発的な公益活動を支援することにより、市民活動団体の成長及び自立

を促し、その活動成果により、豊かな地域社会の発展を目指します」という

目的で、助成金が設定されています。 

市民の皆さんが自主的に公的活動に取り組んでいただくのは非常に大切な

ことで支援すべきものだと考えます。 

スタートから15年が過ぎたこの事業がより幅広く市民が参加しやすい内容

になっているか、実績や経緯、仕組みや要件の見直しの可能性などを伺いま

す。 

 

（１）市民活動促進助成事業の実績について 

（２）市民活動促進助成事業の要件（助成金の額と助成回数）について 

（３）今後の取組について 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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 ※ 申し合わせ事項に留意する。 


